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１．施設の概要及び関係例規等 

指定管理の対象施設は、小値賀町地域福祉センター（以下「福祉センター」という。）

とする。 

（１）施設の概要 

① 所 在 地 小値賀町笛吹郷２３６７番地 

② 構   造 鉄筋コンクリート２階建 

③ 床 面 積 １階 1,141.82㎡、２階  294.42㎡ 

④ 施設・設備 別表１のとおり 

（２）関係例規等 

① 小値賀町地域福祉センター設置及び管理に関する条例（平成６年１２月２６日条例

第２１号）。以下「条例」という。） 

② 小値賀町地域福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則（平成６年１２月２

２日規則第９号。以下「施行規則」という。） 

 

２．開館時間 

  午前９時から午後１０時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、短縮

又は延長することができる。 

 

３．休館及び閉館 

１月１日及び１月２日とする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、臨時に休

館又は開館することができる。 

 

４．利用料金 

  利用料金は、条例に定める別表の範囲内において、町長の承認を得て徴収することがで

きる。 

 

５．指定管理者の利用料 

  福祉センターに関する指定管理者の利用料は無料とする。 

 

６．指定管理者が行う管理に関する基本的な考え方 

（１）福祉センターの設置目的 

設置条例第２条において「在宅老人及び障害者のデイサービス事業をはじめ、地域住

民の福祉ニーズに応じた各種相談、研修事業、機能訓練等を行うためセンターを設置す

る。」と規定しており、町民の福祉・保健の向上と意識の高揚を図るため設置された公の

施設であり、多様化する住民福祉サービスに対する施設である。 

（２）管理運営にかかる遵守事項 

指定管理者は、関係法令等のほか、次に掲げる各事項を遵守し、福祉センターの設置

目的に沿った管理運営を行わなければならない。 
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① 町民の福祉・保健の向上と意識の高揚を図るため最大限努力すること。 

② 利用者に対しては、施設の設置目的に沿った利用の促進を図るとともに、公平・公

正を確保すること。 

③ 町民の声や利用者の意見を管理運営に反映させ、サービス向上に努めること。 

④ 事業計画書等に基づき、適正かつ効率的な運営を図ること。 

⑤ 環境負荷の低減に配慮した物品等の調達や廃棄物の発生の抑制、リサイクルの推進、

ＣＯ2の削減等に努めること。 

⑥ 個人情報の保護を徹底すること。 

⑦ 災害時、緊急時に備えた危機管理を図ること。 

⑧ 常に善良な管理者の注意をもって施設の管理運営に努めること。 

（３）指定管理業務の再委託の禁止等 

① 福祉センターの管理及び運営は、指定管理者が自ら行うことを原則とする。これら

の業務の一部または全部を第三者に委託する場合には、事前に書面により町の承諾を

得ること。 

② 指定管理者は、清掃、施設・機器の維持管理業務など、建物等の維持管理に関する

業務（以下「維持管理業務」という。）については、町と協議のうえ、専門業者等に

委託することができる。 

③ 前２項の業務を委託する場合には、町に準じた手続き（※）によって、公正な業者

選定や業務水準を確保するための指揮、監督、検収、評価等を行うこと。 

※登録業者制等の、町と同一の制度や手続きを義務付けるものではない。 

（４）関係法令等 

地方自治法／設置条例／設置条例施行規則／個人情報保護法／小値賀町個人情報保

護条例 ／小値賀町情報公開条例／小値賀町行政手続条例／小値賀町財務規則／労働基

準法 等 

※関係法令等に改正があったときは、原則として改正後の規定を適用する。 

 

７．指定期間 

指定期間は、令和８年４月１日から 令和１３年３月３１日までの５年間とする。なお、

次に掲げる各事項に留意すること。 

（１）指定期間は、議会での議決を経て決定すること。 

（２）管理運営体制が不十分であるなど、指定を継続することが適当でないと認められると

きは、指定を解除する場合があること。 

（３）指定期間中に施設が廃止されたときは、当該指定期間中であっても指定は終了するこ

と。 

 

８．指定管理者が行う管理運営業務 

（１）利用の許可等 

① 施設の利用許可や取消、その他、施設の使用に関する所定の手続き 



② 施設利用料の収受 

（２）サービス、指導等 

   利用者へのサービスの提供及び利用上の指導等の内容は、次に掲げる各事項のとおり

とする。 

① サービスの提供に関すること 

ア．施設利用の案内業務 

イ．負傷者、急病人への対応 

ウ．災害時における避難誘導等の対応 

エ．年少者、高齢者、障害者等への配慮 

オ．その他、敷地内で発生した事故等への対応 

② 指導等に関すること 

ア．利用上の留意事項の説明 

イ．利用者への許可の取り消し又は利用の中止措置 

③ 事故・トラブル等への対応に関すること 

ア．施設の重大な損傷や故障、指定管理者への要望や苦情、トラブル等の迅速かつ適

切な処理と町への速やかな報告 

イ．事故及び事件等の防止措置 

ウ．利用者及び施設の安全対策 

（３）通常業務 

① 始業時及び終業時の点検など、施設・設備にかかる日常の管理業務を怠りなく行う

こと。 

② 終業時の施錠は、施設全体を確認のうえ行うこと。 

③ 利用状況の把握を行うこと。 

（４）維持管理業務 

指定管理者は、維持管理に関する次に掲げる各事項の業務を行うこと。なお、施設・

設備を良好な状態に保つため、利用者の理解や参画を促すことに努めること。 

① 警備に関すること 

開館時間、閉館時間にかかわらず、施設内の防犯・防災に努め、それらを発見した

ときは、直ちに適切な措置を講じること。 

② 清掃に関すること 

ア．施設外清掃 

    福祉センター周辺の環境を良好な状態に保つよう努めること。 

イ．施設内清掃 

床面清掃、除塵、汚損部分の除去、施設内のゴミ集積・ゴミ出し等を適切に行う

こと。 

ウ．トイレ、洗面所清掃 

便器、洗面所等の洗浄、汚物類の収集処理、床面、壁面及び鏡面の清掃、トイレ

ットペーパー及び洗浄剤の補充等を適切に行うこと。 



エ．その他 

     空調設備のほか、施設内の設備・備品等の清掃等を適切に行うこと。 

③ 施設・設備の維持管理に関すること 

ア．施設・設備については、法令等を遵守した点検、良好な維持管理を実施し、故

障時には速やかに修理を行うこと。 

イ．空調等の保守点検や修繕に必要な知識、技術を有しない場合には、町と協議し、

承認を得たうえで、一部を専門業者に委託する等、機能と清潔の保持に努めること。 

ウ．原則、１件かつ１ヵ所あたり１０万円以上の修繕にかかる費用は町が負担する。

ただし、事前に町と協議すること。なお、１０万円未満の軽微な修繕にかかる費用

は、指定管理者が負担すること。 

④ 備品等の維持管理に関すること 

ア．町は、現に所有し、設置している備品等については、指定管理者に無償で貸与す

る。 

イ．指定管理者が、施設の管理運営上必要と認める備品等を購入、設置、使用する場

合には、あらかじめ町と協議すること。その場合において、指定管理者が所有する

備品等については、町が所有する備品等と明確に区分して管理すること。 

ウ．町が所有する備品等は、小値賀町財務規則（平成２４年３月２６日規則第１号。

以下「財務規則」という。）及び関係例規の規定等に基づいて管理すること。また、

指定管理者は、町が所有する備品等のうち、重要物品（価格が５０万円以上のもの）

については、財務規則に基づく現在高の調査を行い、同規則に定められた様式によ

り、遅滞なく町に報告すること。 

エ．原則、１件かつ１ヵ所あたり１０万円以上の修繕にかかる費用は町が負担する。

ただし、事前に町と協議すること。なお、１０万円未満の軽微な修繕にかかる費用

は、指定管理者が負担すること。 

⑤ その他施設の管理に関すること 

ア．町の承認を得ずに、施設の設備及び備品等を第三者に譲渡し、転貸し、又は貸

借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。 

イ．建物の不具合、雨漏り、壁の亀裂等、施設の異常を把握したときは、速やかに町

に報告すること。 

ウ．消耗機材等の購入、各種契約、光熱水費・通信運搬費等の支払い等、施設の維持

管理にかかる事務は、原則として指定管理者が行うこと。 

 

９．事故・災害時の対応 

（１）災害時の安全確保 

自然災害、人為災害、火災、事故等の緊急事態が発生したときは、次に掲げる各事項

を遵守し、遅滞なく適切な措置を講じるとともに、町をはじめ、関係機関に連絡するこ

と。 

① 火災、事故等の緊急時における利用者に対する避難誘導及び関係機関（警察署、消防



署、病院等）への通報を行うこと。 

② 停電時等における施設の復旧を遅滞なく行うこと。 

③ その他利用者の安全確保に万全を期すこと。 

 

１０．自己評価 

指定管理者は、毎年度、自己評価を行い、それらの結果をまとめて、町に書面で提出す

ること。 

 

１１．事業報告 

指定管理者は、次に掲げる各事項の書類を町に提出すること。なお、町は必要に応じて

指定管理者に報告を求め、実地を調査し、または必要な指示を行うことができる。 

（１）当該年度における指定管理業務に関する報告書 

① 年度事業報告書 

② 収支決算書 

③ 自己評価表 

※年度終了後、１ヵ月以内に提出すること。 

（２）次年度以降の事業計画書、収支予算書、その他法人の経営状況及び経営方針・目標等

を記載した書類。 

   ※提出可能になったとき、速やかに提出すること。 

 

１２．情報の取り扱いに関する事項 

（１）情報の公開に関すること 

① 福祉センターが、町民が利用する公共施設であることを認識し、小値賀町情報公開

条例の規定により、その管理運営について、透明性を高めるよう努めること。 

② 個人情報の開示等、情報の保護及び管理、情報漏えい時の公表等に関する事項につ

いては、協定に定めるところにより遵守すること。 

（２）文書の管理に関すること 

指定管理者は、管理運営業務にあたって作成し、または取得した文書について、適正

な管理、保存を行うこと。 

（３）個人情報の保護に関すること 

業務上知り得た個人情報については、小値賀町個人情報保護条例の規定により適正に

取り扱うこととし、指定管理者でなくなった場合も同様とする。 

 

１３．組織・運営体制 

（１）統括責任者と従事者（以下「従事者等」という。）の配置 

福祉センターの管理運営にかかる統括責任者及び従事者を配置すること。なお、その

配置については、施設の設置目的の達成のために必要な人員構成を図ること。 

（２）従事者等の職務 



① 統括責任者 

業務に関する知識と経験を有し、指定管理業務を統括できる者で、小値賀町及び関係

機関、地域住民等との連携体制を確保する責務を負う。 

② 従事者 

業務に関する知識と経験を有し、指定管理業務を円滑に実施する責務を負う。 

（３）勤務体制 

  施設の管理運営に支障がなく、かつ利用者の要望に適切に応えられる体制とすること。 

（４）研修等 

従事者等の資質を高めるため、施設の管理運営に必要な知識と技術の習得に関する研

修等の実施に努めること。 

（５）その他 

① 従事者等の名簿を町に提出すること。その者に異動があった場合も同様とする。 

② 従事者等が負傷、疾病その他の理由により業務遂行に支障がある場合には、速やか

に交代要員を確保すること。 

③ 従事者等の労務管理、安全衛生管理等については、関係法令を遵守し、適切に行う

こと。 

 

１４．指定管理料等 

町が指定管理者に支払う指定管理料は、毎年度町と指定管理者が協議して定める。なお、

次に掲げる各事項に留意すること。 

（１）指定管理料の額 

① 指定管理料の額は、議会の議決を経て決定すること。 

② 特別な事情が認められない限り、協定の締結後に協定に基づく指定管理料以上の費

用を要することになっても、町は費用の補填等、指定管理料の増額は行わないこと。 

（２）業務内容の変更 

関係法令の改正や施設の増設または一部廃止、大幅な物価変動、災害の発生等、特別

な事情があるときは、町と指定管理者が協議のうえ、協定書を改定する。 

 

１５．金銭管理、経理事務 

（１）経理区分の明確化 

指定管理業務にかかる収入及び支出は、指定管理者が行う他の事業と明確に区別する

こと。 

（２）監査 

町の監査委員等が町の事務を監査するために必要があると認めるときは、指定管理者

は、町の求めに応じて、帳簿その他の書類を提出するとともに、監査会場への出席、実

地調査の受け入れ等に応じること。 

 

 



１６．町及び指定管理者が危険を負担する範囲 

施設の管理において、通常有すべき安全性が欠けていたことが原因で、利用者に損害が

生じた場合、また管理業務の遂行にかかる指定管理者の行為が原因で、利用者に損害が生

じた場合には、国家賠償法（昭和２２年法律第１２５号）第１条の規定により、設置者で

ある町が賠償責任を負う。ただし、危険負担の範囲は別表２のとおりとし、指定管理者に

過失がある場合には、町は、賠償額を指定管理者に請求することができる。なお、指定管

理者は、指定管理業務に関する危険負担の軽減のため、指定管理者の負担で必要な保険に

加入することができる。 

 

１７．業務の継続が困難となった場合等における措置 

（１）次の各事項に掲げるような事態が生じたときは、その内容に応じて、町は指定管理

者の指定の一時停止又は取り消し等を行うことができる。この場合において、指定管

理者は、町に生じた損害を賠償する責めを負う。 

① 指定管理者が倒産し、または指定管理者の財務状況が著しく悪化した場合及び指定

管理者の責めに帰すべき理由により、業務の継続が困難になった場合。 

② 事業報告または実地調査等の結果、指定管理者の管理運営状況が適当でないと町が

判断し、是正勧告を行ったにもかかわらず、当該勧告対象となった事項に改善がみら

れない場合。 

（２）不可抗力等、町及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事由により、業務の

継続が困難になったときは、町と指定管理者が協議することとし、その結果、事業の継

続が困難と判断した場合には、町はその指定を取り消すことができる。 

（３）前項のほか、事業の継続が困難となったときの措置については、町及び指定管理者双

方が誠意を持って協議する。 

 

１８．引き継ぎ・原状回復について 

指定期間の終了もしくは指定の取り消し等により、新たな指定管理者に業務を引き継ぐ

ときは、町の指示に基づき、福祉センターの施設、備品等を原状に復して引き継ぐこと。

また、その際には、円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要な資料を町に提出すること。

なお、引き継ぎに係る業務のために発生した費用については、原則として町は負担しない。 

 

１９．その他 

この仕様書に定めのない事項並びに指定管理者の管理運営上、疑義が生じた事項につい 

ては、町と指定管理者が誠意をもって協議し、決定する。 

 

 

 

 

  



別表１「施設・設備」 

施設及備品の種類 構 造 規  模 数量 備   考 

社会福祉施設 
鉄筋コンクリート

造２階建 

１階   1,141.82㎡ 

２階      294.42㎡ 
一式 

事務室・多目的ホ

ール・機能訓練室・

保健室・浴室・厨

房・作業工作室・

会議室他 

ＬＡデスク両袖机  ３段 ２ 事務室 

ＬＡデスク片袖机  ３段 ８ 事務室 

会議用テーブル    １ 事務室 

デスクラック    ５ 事務室 

事務用チェアー    ９ 事務室 

事務用チェアー    １ 事務室 

ミーティングチェアー    ４ 事務室 

ロッカー    ４ 事務室 

両開保管庫    ８ 事務室 

両開保管庫  ラテラル３段 ２ 事務室 

片開保管庫    １ 事務室 

耐火金庫    １ 事務室 

脚立    １ 事務室 

踏台    １ 事務室 

電話機台    ２ 事務室 

マルチマガジン    １ 事務室 

スチール印箱    １ 事務室 

ロッカー    １ 事務室 

ファニチャー両袖机  ＥＸ－２００ＡＤ １ 応接室 

事務用チェアー    １ 応接室 

ミーティングチェアー    ４ 相談室 

電話機台  Ｆ０－ＢＢＡ １ 相談室 

会議用テーブル    １ 相談室 

引違書庫    ２ 相談室 

ロッカー    １ 休憩室 

テーブル  Ｔ６８５８－ＴＶ７８０ ２ 食堂 

食堂用テーブル    ６ 食堂 

テーブル  ＣＰ－１５５０Ｎ ２ 食堂 

イス  ＭＣ－５１０Ｎ ８ 食堂 

レセプションチェアー    ３０ 食堂 



フラワーボックス    ２ 食堂 

フラワー    ３０ 食堂他 

会議用テーブル    １ 書類庫 

移動ラック    一式 書類庫 

両開書類庫    ６ 書類庫 

折りたたみ椅子  300シリーズ ６ 書類庫 

両袖机  ＬＩＮＸ １ 保健室 

作業用チェアー    １ 保健室 

事務用チェアー    １ 保健室 

引違ガラス保管庫    ２ 保健室 

引違保管庫    ２ 保健室 

作業台  メラミン天板 ６ 作業工作室 

会議用チェアー    ２４ 作業工作室 

ソファー  ３人掛 ３ 作業工作室 

フォールディングテーブルＦＦ    １６ 研修室 

回転式ボード    １ 研修室 

折りたたみ椅子  300シリーズ ５０ 研修室 

回転式ボード    １ 多目的ホール 

ＯＨＰテーブル  ＣＸ－900 １ 多目的ホール 

フラワーボックス    ４ リハビリ室 

センターテーブル    １ ２階ホール 

マガジンラック    １ ２階ホール 

スモーキングスタンド    ４ ２階ホール 

電話機台  ＦＯ－ＤＤＢ ３ デイサービス室他 

銅像台    １ ロビー 

ティーボトルセット    １ ロビー 

傘立て    ２ 玄関 

 

 

  



別表２「１６．町及び指定管理者が危険を負担する範囲」 

項     目 町 指定管理者 

法令、政策

等の変更 

本事業に係る根拠法令の変更、新たな規制立法などの成立等 ○  

町の指示、議会の不承認等による事業の中止・延期・変更等 ○  

上記以外の要因による業務内容の変更（不可抗力を除く）  ○ 

不可抗力 

（※） 

不可抗力による業務の変更、中止 ○  

不可抗力により第三者に与えた損害 ○  

不可抗力による事故時の適切な処理  ○ 

不可抗力による町所有の施設、設備、備品等の損害（原則、１件１

ヵ所あたり１０万円未満で可能な修繕を除く） 
○  

不可抗力による指定管理者所有の設備、備品等の損害  ○ 

施設損傷 

町の責任に帰すべき理由による事故、火災等による施設の損傷 ○  

指定管理者の責任に帰すべき理由による事故、火災等による施設の

損傷（町加入の保険等が適用される範囲を除く） 
 ○ 

第三者の行為に起因する事故、火災等による町の施設、設備、備品

の損傷 
○  

第三者の行為に起因する事故、火災等により指定管理者の施設、設

備、備品が損傷 
 ○ 

維持管理費 
施設の増設又は一部廃止、大幅な物価及び金利の変動、災害の発生

等、特別な事情により協定書を改定したとき 
協議による 

第三者賠償 

町の責任に帰すべき理由による事故により第三者に与えた損害 ○  

指定管理者の管理運営に起因する事故により第三者に与えた損害  ○ 

上記以外の理由により第三者に与えた損害 協議による 

再委託 

管理責任 
指定管理者が締結する契約の相手方の管理等  ○ 

※暴風、豪雨、洪水、地震、火災、騒乱暴動など、双方の責任でない自然的、人為的な現象 


